
添 田 警 部 交 番 だ よ り

ゴミ等（家庭ごみ、刈草）の焼却処分

は原則として禁止です！

➡廃棄物の処理及び清掃に関する法律

５年以下の懲役または1000万円以下
の罰金

田川警察署
0947-42-0110
添田警部交番
内線５１４

添田警部交番管内の事件

事故発生状況 （7～8月）

・侵入窃盗 １件
(＋１)

・オートバイ盗１件
(＋１)

・器物損壊 ２件
(＋２)

・人身事故 ２件
(－１)

・物件事故 ２０件
(＋５)

（ ）内は前年同期比

令和５年10月号

悲惨な交通事故を発生させ

ないために・・・
★ ドライバーの皆さんは、早
目のライト点灯とハイビーム
の活用を‼

★ 歩行者の皆さんは、明るい
服の着用と反射材の活用を!!

野焼きの火が、バイクや倉庫に燃え移る事

案が発生しています！

「煙が臭い」「家の窓が開けられない」等と

いった１１０通報も多く入っています!!

一部例外規定はありますが、近隣住民の

迷惑となる行為は処罰の対象となる場合も
あります。

ルールを守り、住みよい添田町にしましょう。

夜間の視認性と安全性をＵＰ！

伊原北交差点～県道52号を朝倉方面へ向

けて約100台近くの自転車が通過するため、

7：30～9：40頃まで交通規制がかかります。

他府県では規制区間に入り込んだ車と自転

車の死亡事故が発生。通行時はご注意を!!

交番員が不在で、電話応対できない状態を解消するため、常時電話応対可能な田川

警察署代表電話に統合します(11月30日）。 交番にご用件のある方は、

田川警察署代表電話 ０９４７－４２－０１１０
に連絡をお願いします。急ぐ通報は、落ち着いてあわてずに110番を!!

添田警部交番の加入電話（0947－82－0574）を廃止します！

～ツール・ド・九州2023～
添田町を駆け抜ける(10/7土)


